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松本都市計画区域区分の変更





松本都市計画区域区分を次のように変更する。

１．市街化区域及び市街化調整区域の区分

「計画図表示の通り」

２．人口フレーム
本区域の将来におけるおおむねの人口を次のとおり想定する。

年次 平成27年 令和７年

区分 （基準年） （基準年の10年後）

都市計画区域内人口 ２３６．１ 千人 ２３２．４ 千人

市街化区域内人口 １７３．０ 千人 １７３．６ 千人

― １７３．６ 千人

保留する人口 ― ０ 千人

（特定保留） ― ０ 千人

（一般保留） ― ０ 千人

松本都市計画区域区分の変更（長野県決定）

配分する人口



松本都市計画区域区分の変更理由書

今回の見直しは、「松本都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（松本都市計画区域マ

スタープラン）の変更に基づき、平成 27 年（2015 年）を基準とし、目標年次を 10 年度の

令和７年（2025 年）として都市の現況、市街化の動向及び人口、産業の発展動向を勘定し、

産業活動の利便性と居住環境の保全との調和を図り、計画的な市街地整備が図れる区域に

ついて、区域区分の見直しを行うものです。

〇和田西原地区

松本都市計画区域マスタープランでは、既成市街地に隣接する住宅地については、既成市

街地を含んだ一体的なまちづくりができるよう地域の特性を生かし農業との調整を図り、

必要に応じて計画的な居住環境の整備・誘導を図るとしており、今回、編入する「和田西原

地区」は、この方針と整合しています。

松本市都市計画マスタープランでは「和田西原地区」は低層住宅ゾーンに位置づけ、戸建

て住宅を主体とした低層住宅を誘導し、地区の良好な自然・景観資源を活かしながら、ゆと

りとうるおいのある居住環境を形成するとしており、この方針とも整合しています。

当該区域はアルピコ交通上高地線三溝駅の南側に位置し、松本市立地適正化計画におい

て定める居住誘導区域（拠点の都市機能や公共交通サービスを利用しやすい区域）に隣接す

る居住を誘導すべきエリアです。

当該区域はほ場整備事業（H12～H18）にあわせて非農用地設定した区域において住宅地分

譲事業と公共公益施設の整備が行われ、良好な居住環境を形成するために地区計画が決定

されました。

今回、区域内における住宅地整備が概ね完了し、良好な市街地が形成されたこと、また北

側の既存集落は市街化区域編入については地元との調整が完了しました。

市街化区域編入後は地区計画で定めた低層住宅地区（一戸建ての住宅等を誘導）と沿道住

宅地区（一戸建て住宅に加え小規模な店舗等を誘導）の方針に合わせた用途地域（低層住宅

地区には第一種低層住居専用地域、沿道住宅地区には第一種中高層住居専用地域）の指定を

松本市で行う予定であり、市街化編入後も先に決定した地区計画の方針に沿った土地利用

が継続される予定です。

当該区域の土地に占める建築物の敷地等が占める割合が三分の一以上である等、都市計画

法施行規則第 8 条第 1 項第 2 号に記載の既成市街地の区域に該当します。

以上より、和田西原地区は上位計画と整合し、宅地の開発と地元調整が完了し、都市計画

法施行規則における良好な市街地が形成されていることから、既成市街地として市街化区

域に編入するものです。



〇島内東方地区

松本都市計画区域マスタープランでは、既成市街地に隣接する住宅地については、既成市

街地を含んだ一体的なまちづくりができるよう地域の特性を生かし農業との調整を図り、

必要に応じて計画的な居住環境の整備・誘導を図るとしており、今回、編入する「島内東方

地区」は、この方針と整合しています。

松本市都市計画マスタープランでは「島内東方地区」は低層住宅ゾーンに隣接する田園環

境保全ゾーンに位置し、農地の保全と活用を図り、田園景観と調和する緑豊かな住宅地とす

るとしており、この方針とも整合しています。

当該区域は JR 島内駅から北側約 600ｍに位置し、松本市立地適正化計画において定める

都市機能誘導区域（医療、観光等の中核となる高次の機能や日常生活に必要な機能を備える

区域）に隣接する都市的利便性が高いエリアである。

地域の一部は、区域区分以前から、映像機器の工場として利用されてきた工場が存在して

いた場所であり、平成 23 年に工場が撤退した跡地を良好な住宅地とするため、地元意向を

受け地区計画を決定し、住宅地が整備され、区域内における住宅地整備が概ね完了した土地

です。

当該区域の土地に占める建築物の敷地等が占める割合が三分の一以上である等、都市計

画法施行規則第 8 条第 1 項第 2 号に記載の既成市街地の区域に該当します。

以上より、島内東方地区は上位計画と整合し、宅地の開発と地元調整も完了し、都市計画

法施行規則における良好な市街地が形成されていることから、既成市街地として市街化区

域に編入するものです。

〇上村井地区

松本都市計画区域マスタープランでは新市街地の住宅地の方針は農業と調和のとれた住

宅地としており、既成市街地に隣接する新市街地の住宅地については、既成市街地を含んだ

一体的なまちづくりができるよう地域の特性を生かし農業との調整を図り、必要に応じて

計画的な居住環境の整備・誘導を図るとしており、今回、編入する「上村井地区」は、この

方針と整合しています。

松本市都市計画マスタープランにおいては、「上村井地区」は既存市街地に連担する都市

的利便性の高い地区として、将来住宅需要の受け皿として市内で唯一の緑農住宅ゾーンと

して位置付けているほか、松本市立地適正化計画における都市機能誘導区域に隣接する居

住誘導区域としての設定が見込まれる区域です。

当該区域は JR 村井駅から東に約 700ｍに位置しており、近くに大型店舗があり買い物に

便利である他、中心市街地のような渋滞がないことから、近年では住宅地としての需要が高

く、人口が減少に転じている本市において、市外からの転入者が増加するなど、人口増加率



の高いエリアです。松本市においても、新型コロナウイルスの影響により移住希望の相談件

数が増加しており、住宅の需要増が見込まれるところです。

また、南部の拠点である JR 村井駅は、駅舎の改築も計画されており、自由通路新設、バ

リアフリー化事業により利便性が向上され、利用者数の上昇が見込まれているほか、近年周

辺は民間等による高等学校の移転や病院の増床等が行われるなど、都市機能の充実が進ん

でいます。

当該区域は現在農用地ですが、民間開発による住宅地の開発が予定されており、関係する

地権者の同意率も 100％であることから開発が確実となりました。市街化区域編入後、開発

許可申請を行い、許可後に開発行為に着手します。令和 5年には開発が完了し、随時住宅の

建築が開始される予定です。松本市も市街化区域編入と同時に当該地区に地区計画を策定

し、良好な住環境の整備を図っていく方針です。

当該区域は都市計画運用指針に記載の新市街地として市街化区域に編入する事が望まし

い区域として挙げられている区域の内、「民間開発事業者による計画開発事業が、用地取得

が確実であること等により、その実施が確実であり、かつ開発計画の内容が関係公共団体と

調整を了する等により、都市の健全な発展と宅地の実供給に資するものであると認められ

る区域」に該当します。

以上より、上村井地区の市街化区域編入は上位計画とも整合し、民間開発されることが確

実となることから都市計画運用指針に適合した良好な市街地の形成がされることが確実と

なったことから新市街地として市街化区域に編入するものです。

※区域区分とは

区域区分とは、都市計画法第７条において「都市計画区域について無秩序な市

街化を抑制し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街

化区域と市街化調整区域との区分（以下「区域区分」という。）を定めることがで

きる」と規定されています。

この区域区分は、良好な市街地形成や、市街化調整区域の農地や自然的環境の

保全ならびに市街地外への無秩序な宅地化の抑制等、良好な都市環境を形成する

うえで、最も有効な手段と考えられます。

≪松本都市計画区域区域区分の経緯≫

当初決定 昭和46年 ５月 17日

第１回見直し 昭和52年 ７月 28日

第２回見直し 昭和59年 ４月 19日

第３回見直し 平成４年 ６月 25日

第４回見直し 平成10年 ７月 30日

第５回見直し 平成16年 ５月 13日

第６回見直し 平成22年 11月 ４日













松本都市計画区域区分を次のように変更する。 松本都市計画区域区分を次のように変更する。

１．市街化区域及び市街化調整区域の区分 １．市街化区域及び市街化調整区域の区分

「計画図表示の通り」 「計画図表示の通り」

２．人口フレーム ２．人口フレーム

年次 平成27年 令和７年 年次 平成17年 平成27年

区分 （基準年） （基準年の10年後） 区分 （基準年） （基準年の10年後）

都市計画区域内人口 ２３６．１ 千人 ２３２．４ 千人 都市計画区域内人口 ２３３．６ 千人 ２２６．９ 千人

市街化区域内人口 １７３．０ 千人 １７３．６ 千人 市街化区域内人口 １６３．５ 千人 １６７．５ 千人

― １７３．６ 千人 ― １６６．２ 千人

保留する人口 ― ０ 千人 保留する人口 ― １．３ 千人

（特定保留） ― ０ 千人 （特定保留） ― ０ 千人

（一般保留） ― ０ 千人 （一般保留） ― １．３ 千人

配分する人口 配分する人口

松本都市計画区域区分 新旧対照表

（平成２６年１１月４日 変更告示）

松本都市計画区域区分の変更（長野県決定） 松本都市計画区域区分の変更（長野県決定）
新 旧


